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農
林
水
産
委
員
会
）

土
地
改
良
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
農
業
水
利
施
設
の
老
朽
化
の
進
行
、
気
象
災
害
の
リ
ス
ク
の
増
大
、
農
村
人
口
の
減
少
等
に
的
確
に
対
応

し
、
農
業
生
産
の
基
盤
の
保
全
及
び
担
い
手
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
基
盤
整
備
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
土
地
改
良
法
の
一
部
改
正

１

目
的
規
定
に
つ
い
て
、
農
業
生
産
の
基
盤
の
整
備
及
び
「
保
全
」
を
図
る
こ
と
等
と
す
る
と
と
も
に
、
土
地
改
良
長
期

計
画
に
係
る
規
定
を
同
様
に
見
直
す
こ
と
と
す
る
。

２

国
又
は
都
道
府
県
は
、
事
業
参
加
資
格
者
か
ら
の
申
請
に
よ
ら
ず
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
基
幹
的
な
土
地
改
良
施
設

の
更
新
の
た
め
の
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

３

土
地
改
良
区
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
関
係
者
と
連
携
し
て
、
土
地
改
良
施
設
の
管
理
に
関
す
る
活
動
、
活
動
と

一
体
と
し
て
行
う
関
連
施
設
の
保
全
の
た
め
に
行
う
取
組
等
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
連
携
管
理
保
全
計
画
を
作
成

し
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
同
計
画
の
作
成
等
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
た
め
、



二

土
地
改
良
区
及
び
関
係
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

４

急
施
の
防
災
事
業
に
お
い
て
、
農
業
用
用
排
水
施
設
の
決
壊
等
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
施
設
の
変
更
を
内
容
と

す
る
事
業
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
急
施
の
復
旧
事
業
に
お
い
て
、
土
地
改
良
施
設
の
復
旧
と
再
度
災
害
等

を
防
止
す
る
た
め
に
行
う
復
旧
事
業
と
を
一
体
と
し
た
事
業
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

５

農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
事
業
に
つ
い
て
、
実
施
主
体
に
市
町
村
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
対
象
に
農
地
中
間
管
理
機

構
が
所
有
権
を
有
す
る
農
用
地
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

６

土
地
改
良
区
は
、
農
業
用
用
排
水
施
設
の
管
理
の
効
率
化
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用

の
促
進
に
資
す
る
た
め
、
情
報
通
信
環
境
整
備
事
業
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
事
業
の
計
画
等
を
定
め
、
都
道
府
県

知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

７

土
地
改
良
区
の
理
事
構
成
に
係
る
配
慮
等
土
地
改
良
区
等
の
体
制
及
び
運
営
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
土

地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
等
土
地
改
良
事
業
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


